
岡崎市工事施工体制点検要領  
 

（目的）  
第１条 要領 岡崎市が発 し 請負工事 施工体制 ついて 公 工事 入札及び契この は、 注 た の に 、「 共 の

約 適正化 促進 関 法律 （平成の の に する 」 12年法律第 127 号。以下 適正化法 いう。）及び「 」と

公 工事 入札及び契約 適正化 図 め 措置 関 指針 （平成「 共 の の を るた の に する 」 13 年 3 月 9 日閣
議決定） 基づき 監督業務等 おいて把握 べき 検事項等 定め もって工事現場 適正に 、 に す 点 を 、 の

な施工体制 保等 資 目的 。の確 に することを とする  
 
（適 対象工事）用  
第２条 要領 岡崎市が発 し 請負工事 適 。 だしこの は、 注 た に 用する た 、維持修繕等 軽微な工事の

ついて 除 も 。に は く のとする  
２ 適 対象工事 施工体制 検 ついて 施工プ セ チェッ リ （様式第用 の の点 に は、「 ロ ス ク スト」 103
号） いて行うも 。を用 のとする  

 
（重 検対象工事）点点  
第３条 適 対象工事 うち 次 各号 該当 工事 ついて 重 検対象工事 し 元請用 の 、 の に する に は 点点 と 、

負者 実質関与及び施工体制等 ついて 施工体制 検チェッ リ （様式第の に 「 点 ク スト」 104 号）を
いて 重 検 行なうも 。用 、 点点 を のとする  

⑴ 低入札価格調査 対象 なっ 工事の と た   
⑵ 岡崎市最低制限価格取扱要領第３条第１項第１号 よ 最低制限価格 下に る を 回 落札工事る

うち 工事担当課長又 技術管理課長が必要 め 工事の 、 は と認 る  
⑶ 一次下請負契約 うち１社が単独 元請負契約額 過半 占めてい 工事の で の を る  
⑷ 工区割 同時期 隣接工事 ついて 同一会社が下請 存在してい 工事された の に 、 に る  
⑸ そ 他 技術者 資格や専任制等 施工体制 疑義があ めら 工事の 、 の の に ると認 れる  

 
（施工体制 検者）の点  
第４条 施工体制 検 ついて 当該工事 担当 担当監督職員及び主任監督職員（以下の点 に は、 を する

監督職員 いう。）が行う。ま 特 技術管理課長が必要 め 場合 技術管理課「 」と た、 に と認 る は、

職員が別 検 行う がの に点 を こと き 。で る  
 
（請負者 是正措置）への  
第５条 施工体制 検等 より不備又 疑義 し 場合 請負者 対 是正措置 次の点 に は を確認 た 、 に する は、

各号 定め ろ より行うも 。の に るとこ に のとする  
 ⑴ 不備等が軽微な場合 おいて 口頭 より是正 求めそ 内容 記録 も 。に は、 に を の を する のとする  
 ⑵ 施工体制等 問題があ 場合 おいて 指示書 より請負者 是正 求め も しに る に は、 に に を る のと 、

そ 内容が重大もし 悪質な場合 おいて 工事担当課長 よ 施工体制是正請求書の くは に は、 に る

（様式第 108 号） て請負者 是正 求め も 。に に を る のとする  
２ 監督職員 請負者から 項 よは、 前 に る是正請求 対 措置 是正報告書（様式第に する の 109 号）  



受け 場合 速やか 是正 状況 し 工事担当課長 報告 も 。を た 、 に の を確認 、 に する のとする  
 
（法令等 違反 係 事案 対応）の に る の  
第６条 工事担当課長 請負者が第５条第１項第２号 是正措置 行っ 場合 契約課及びは、 の を た は、

技術管理課 ほか必要 応じて関係機関（環境部 建設業法 よ 監督官庁及び労働基準監督の に 、 に る

署等） 書面 より報告し 対応 協議 も 。に に 、 を する のとする  
 
（工事成績評定 反映）への  
第７条 監督職員 施工体制 検等 より請負者 問題 があっ 場合 そ 内容及び是は、 の点 に に 点 た は、 の

正対応状況 応じ 工事成績評定 基本事項採 表 （様式第に 、 の「 点 」 302 号） 加減 事項採 表、 点 点

（様式第２ 304 号 第、 306 号） 適切 反映 も 。に に する のとする  
 
附則  
  要領 平成この は、 18 年 4 月 1日より施行 。する  
附則  
  要領 平成この は、 21年 4 月 1日より施行 。する  
附則  
  要領 平成この は、 22年７月１日より施行 。する  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


